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 メディケア：Medicare 

o シニア向け公的保険だが、運営は次のように連邦政府型と民間型がある。 

o オリジナル・メディケア（連邦政府運営）とメディケア・アドバンテージ（民間医療保険会社運営）

の 2種類。 

 

 オリジナル・メディケア：Original Medicare 

o 連邦政府運営型メディケアのこと。パート A とパート Bから成る。パート D とメディギャップに

加入できる。メディギャップに加入しなくても、ペナルティーはない。 

 

 メディケア・アドバンテージ: Medicare Advantage  

（旧名メディケア・プラス・チョイス Medicare Choice、パート C : Part C） 

o 民間運営型メディケアのこと。マネージドケア型メディケアとも呼ばれる。 

o HMO、PPO タイプなどがある。 

o パート A とパート B と保険によっては、パート D も含まれている。パート Dが含まれていなけ

れば、別途、パート D に加入できる。 

o メディギャップの加入はできないので要注意。 

 

 パート A：Part  A 

o 病院入院保険 

 

 パート B: Part  B  

o 外来保険（ドクターフィもここに含まれる） 

 

 パート C:  Part  C 

o 現在のメディケア・アドバンテージ（民間運営型メディケア）のこと。 

o パート Cの名前は、メディケアプラスチョイス（Choice）の C に由来する。 

o 注意：パート C は、パート Aや Bのように給付内容を示すものでなく、民間医療保険会社が

運営するメディケアのこと。 

 

 パート D:  Part  D 

o 外来処方箋のカバー 

o すべて民間保険会社が運営 

 

 メディケアサプリメント,メディギャップ:  Medigap 

o  オリジナル・メディケア（公的メディケア）の患者自己負担金などギャップを支払う補助的（サプ

リメント的な）の患者自己負担金をカバーする保険。 

o オリジナル・メディケアを選んだ場合にのみ任意加入できる。 
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